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は じ め に 
 

 

 

この報告書は令和 6年度に北海道立消費生活センターが受けた依頼テストの概要と実施

した試買テスト結果をまとめたものです。 

消費者からの依頼テストは 295 件でした。品目別では「食料品」116 件、次いで「教養

娯楽品」58 件、「住居品」51 件の順でした。 

 依頼テストには商品テストと専門技術相談があり、商品テストは 159件（全体の53.9％）

で、専門技術相談は 136 件（全体の 46.1％）でした。 

危害・危険に関するものは 3 件で、危害に関するものは、キャリーケースの回転に伴う

転倒による怪我、ポット型浄水器の水によるアレルギー症状、レトルトカレーの過熱によ

るやけどの 3 件でした。 

試買テストは、「ハンドブレンダー」、「アカシアはちみつの糖組成」、「ヘアードライヤー」、

「冷感タオル」について実施しました。 

 

これらの結果を資料としてご活用頂ければ幸いです。 

 

 

令和 7 年 6月 

 

 

 

 

 

 

       北海道立消費生活センター 

 

所 長 長島 博子 
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Ⅰ 依頼テスト 

１ 依頼テスト状況 

令和 6年度の依頼テストの受付件数は 295 件であった。商品テスト 159件（53.9%）、専門技術相談

は 136件（46.1%）であった。分類別では食料品 116件（39.3%）、教養娯楽品 58件（19.7%）、住居品

51件（17.3%）、被服品 32件（10.8%）、光熱水品 25件（8.5%）、保健衛生品 8件（2.7%）、車両・乗

り物 3件（1.0%）、土地・建物・設備 2件（0.7%）であった。 

 商品テスト 159件の内訳は、食料品が最も多く、次いで教養娯楽品、光熱水品、被服品、住居品、保

健衛生品の順であった。車両・乗り物と土地・建物・設備に関するテストは実施しなかった。依頼項目

は、食料品、住居品、教養娯楽品においては性能・品質に関するものが多く、光熱水品と保健衛生品に

おいては安全・衛生に関するものが多く、被服品においては成分・材質に関するものが多かった。 

専門技術相談 136件は食料品が最も多く、次いで住居品、教養娯楽品、被服品、保健衛生品、車両・

乗り物、光熱水品と土地・建物・設備の順であった。依頼項目は、食料品、においては安全・衛生に関

するものが多く、住居品、教養娯楽品、車両・乗り物においては性能・品質に関するものが多く、光熱

水品、保健衛生品、土地・建物・設備においては安全・衛生と性能・品質に関するものが多く、被服品

においてはクリーニングに関する�� �� �� 多かった。 

依頼テスト 295件のうち苦情は 259件 (全体の 87.8%)、問合せは 36件(全体の 12.2%)で苦情が多か

った。 

違反・問題提起品は 1件で食料品であった。 

危害・危険及び拡大損害に関するものは 3件で食料品と住居品と被服品が各 1件であった。食料品

ではレトルトカレーの過熱によるやけど、住居品ではポット型浄水器の水によるアレルギー症状、被

服品ではキャリーケースの回転に伴う転倒による怪我であった。 

 

 

＜依頼テスト概要＞ 

  食料品 住居品 
光熱 

水品 
被服品 

保健 

衛生品 

教養 

娯楽品 

車両・ 

乗り物 

土地・ 

建物・ 

設備 

他の 

商品 
小計 合計 

商
品
テ
ス
ト 

苦

情 
73 11 23 12 3 34 0 0 0 156 

159 
問

合 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

専
門
技
術
相
談 

苦

情 
31 30 1 17 4 16 3 1 0 103 

136 
問

合 
10 10 1 3 1 7 0 1 0 33 

合計 116 51 25 32 8 58 3 2 0 295 295 
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【食料品】 

合計 116 件の内訳は、商品テストが 75件(食料品全体の 64.7%)、専門技術相談が 41 件(同 35.3%)で

あった。また、苦情は 104件、問合せは 12件であった。 

商品テスト 75 件の内訳は、調理食品が 42 件、飲料が 12 件、穀類が 7 件、酒類が 6 件、菓子類が 3

件、油脂・調味料と果物が各 2件、野菜・海草が 1件であった。依頼項目は性能・品質が 52 件、安全・

衛生が 22 件、その他が 1 件であった。商品テストの内容は、ミネラルウォーターの残留塩素量、イン

スタントみそ汁の塩分濃度、酒類のアルコール濃度などであった。専門技術相談 41件の内訳は、油脂・

調味料が 10 件、飲料が 7 件、野菜・海草が 6 件、穀類が 5 件、果物が 4 件、肉類が 3 件、乳卵類が 2

件、魚介類と菓子類と調味食品と食料品その他が各 1 件であった。依頼項目は安全・衛生が 18 件、性

能・品質が 17 件、法規・基準が 3件、成分・材質が 2件、その他が 1件であった。 

   

【住居品】 

合計 51件の内訳は、商品テストが 11件(住居品全体の 21.6%)、専門技術相談が 40件(同 78.4%)であ

った。また、苦情は 41 件、問合せは 10 件であった。 

商品テスト 11件の内訳は、食器・台所用品が 3件、家具・寝具と他の住居品が各 2 件、食生活機器

と掃除用具と洗浄剤等と室内装飾品が各 1件であった。依頼項目は、性能・品質が 8件、成分・材質が

2件、安全・衛生が 1件であった。商品テストの内容は、手洗洗剤用オートディスペンサーの品質、座

布団わたの品質、キッチンペーパーの蛍光染料使用の有無などであった。専門技術相談 40件の内訳は、

食器・台所用品が 8件、洗浄剤等と空調・冷暖房機器が各 7件、食生活機器が 6件、他の住居品が 3 件、

掃除用具と家具・寝具と室内装飾品と照明器具が各 2件、洗濯・裁縫用具が 1件であった。依頼項目は

性能・品質が 21 件、安全・衛生が 9件、法規・基準とその他が各 4 件、成分・材質とクリーニングが

各 1件であった。 

 

【光熱水品】 

合計 25件の内訳は、商品テストが 23件(光熱水品全体の 92.0%)、専門技術相談が 2件(同 8.0%)であ

った。また、苦情が 24 件、問合せは 1 件であった。 

商品テスト2�� 件の内訳は、水道が12 件、他の光熱水品が11 件であった。依頼項目は、安全・衛生

が12件、性能・品質が11 件であった。商品テストの内容は、水道水の残留塩素、モバイルバッテリー

の品質などであった。専門技術相談2 件の内訳は、電気と水道が各1件であった。依頼項目は、安全・

衛生と性能・品質が各2 件であった。  

 

【被服品】 

合計 32件の内訳は、商品テストが 12件(被服品全体の 37.5%)、専門技術相談が 20件(同 62.5%)であ

った。また、苦情が 29 件、問合せは 3 件であった。 

商品テスト 12件の内訳は、紳士・婦人洋服とアクセサリーが各 4件、洋装下着が 3 件、生地・糸類

が 1件であった。依頼項目は成分・材質が 7件、性能・品質が 3件、安全・衛生とクリーニングが各 1

件であった。商品テストの内容は、アクセサリーの材質、ダウンの品質などであった。専門技術相談 20

件の内訳は紳士・婦人洋服が 16 件、かばんが 2件、洋装下着と履物が各 1 件であった。依頼項目はク

リーニングが 7件、性能・品質が 5件、その他が 4件、安全・衛生と法規・基準が各 2 件であった。  
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【保健衛生品】 

合計 8件の内訳は、商品テストが 3件(保健衛生品全体の 37.5%)、専門技術相談が 5 件(同 62.5%)で

あった。また、苦情が 7 件、問合せが 1件であった。 

商品テスト 3 件の内訳は、他の保健衛生品が 2件、化粧品が 1件であった。依頼項目は、安全・衛生

が 2件、その他が 1件であった。商品テストの内容は、ポケットティッシュの蛍光染料使用の有無など

であった。専門技術相談 5件の内訳は、化粧品が 3件、他の保健衛生品が 2件であった。依頼項目は、

安全・衛生と性能・品質が各 2件、その他が 1件であった。 

 

【教養娯楽品】 

合計 58件の内訳は、商品テストが 35件(教養娯楽品全体の 60.3%)、専門技術相談が 23件(同 39.7%)

であった。また、苦情は 50件、問合せは 8件であった。 

商品テスト 35 件の内訳は、電話機・電話機用品が 14件、パソコン・パソコン関連用品と音響・映像

製品が各 9件、文具・事務用品とスポーツ用品と玩具・遊具が各 1 件であった。依頼項目は性能・品質

が 34 件、安全・衛生が 1 件であった。商品テストの内容はスマートフォンの不具合、ノートパソコン

の不具合、ワイヤレスイヤホンの不具合などであった。専門技術相談 23 件の内訳は、音響・映像製品

が 7件、パソコン・パソコン関連用品と電話機・電話機用品が各 6件、他の教養娯楽品が 3件、スポー

ツ用品が 1件であった。依頼項目は性能・品質が 19件、安全・衛生が 3件、法規・基準が 1件であっ

た。 

 

【車両・乗物】 

合計 3件の内訳は、すべて専門技術相談であった。また、すべて苦情であった。 

専門技術相談 3件の内訳は、すべて自動車であった。依頼項目はすべて性能・品質であった。 

 

【土地・建物・設備】 

合計 2件の内訳は、すべて専門技術相談であった。また、苦情は 1件、問合せは 1件であった。 

専門技術相談 2件の内訳は、すべて他の住宅設備であった。依頼項目は安全・衛生と性能・品質が各

1件であった。 

 

【他の商品】 

本年度は 0件であった。 
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 (1)依頼状況 

(上段は商品テスト、下段は専門技術相談) 

月 食料品 住居品 
光熱 

水品 
被服品 

保健 

衛生品 

教養 

娯楽品 

車両・ 

乗り物 

土地・ 

建物・ 

設備・ 

他の 

商品 
小計 合計 

4 
3 1 0 0 0 2 0 0 0 6 

16 
4 1 0 1 0 2 2 0 0 10 

5 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

13 
3 1 1 0 1 6 0 0 0 12 

6 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

14 
3 5 0 3 1 0 0 0 0 12 

7 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

23 
5 6 0 5 1 3 0 1 0 21 

8 
0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 

18 
5 6 0 0 1 1 0 0 0 13 

9 
1 1 0 0 0 4 0 0 0 6 

21 
9 3 0 2 0 1 0 0 0 15 

10 
7 0 4 1 0 7 0 0 0 19 

36 
6 5 0 2 0 2 1 1 0 17 

11 
1 0 2 1 0 6 0 0 0 10 

16 
0 1 0 2 0 3 0 0 0 6 

12 
11 3 0 1 0 0 0 0 0 15 

21 
2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 

1 
41 0 0 1 1 7 0 0 0 50 

64 
2 6 1 2 1 2 0 0 0 14 

2 
0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 

11 
2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 

3 
11 5 16 0 2 4 0 0 0 38 

42 
0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 

小 

計 

75 11 23 12 3 35 0 0 0 159 
295 

41 40 2 20 5 23 3 2 0 136 

合 

計 
116 51 25 32 8 58 3 2 0 295 295 
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(2)依頼項目(商品テスト) 

  安全・衛生 性能・品質 成分・材質 法規・基準 クリーニング その他 合計 

食料品 

穀類 2 5 0 0 0 0 7 

野菜・海草 0 0 0 0 0 1 1 

油脂・調味料 2 0 0 0 0 0 2 

果物 2 0 0 0 0 0 2 

菓子類 3 0 0 0 0 0 3 

飲料 12 0 0 0 0 0 12 

酒類 0 6 0 0 0 0 6 

調理食品 1 41 0 0 0 0 42 

小計 22 52 0 0 0 1 75 

住居品 

食生活機器 0 1 0 0 0 0 1 

食器・台所用品 1 2 0 0 0 0 3 

掃除用具 0 1 0 0 0 0 1 

洗浄剤等 0 1 0 0 0 0 1 

家具・寝具 0 0 2 0 0 0 2 

室内装備品 0 1 0 0 0 0 1 

他の住居品 0 2 0 0 0 0 2 

小計 1 8 2 0 0 0 11 

光熱水品 

水道 12 0 0 0 0 0 12 

他の光熱水品 0 11 0 0 0 0 11 

小計 12 11 0 0 0 0 23 

被服品 

洋装下着 0 3 0 0 0 0 3 

紳士・婦人洋服 1 0 2 0 1 0 4 

アクセサリー 0 0 4 0 0 0 4 

生地・糸類 0 0 1 0 0 0 1 

小計 1 3 7 0 1 0 12 

保健衛生品 

化粧品 0 0 0 0 0 1 1 

他の保健衛生品 2 0 0 0 0 0 2 

小計 2 0 0 0 0 1 3 
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  安全・衛生 性能・品質 成分・材質 法規・基準 クリーニング その他 合計 

教養娯楽品 

文具・事務用品 0 1 0 0 0 0 1 

パソコン・パソコン関連用品 0 9 0 0 0 0 9 

電話機・電話機用品 0 14 0 0 0 0 14 

音響・映像製品 0 9 0 0 0 0 9 

スポーツ用品 1 0 0 0 0 0 1 

玩具・遊具 0 1 0 0 0 0 1 

小計 1 34 0 0 0 0 35 

車両・乗り物 

小計 0 0 0 0 0 0 0 

土地・建物・設備 

小計 0 0 0 0 0 0 0 

他の商品 

小計 0 0 0 0 0 0 0 

合計 39 108 9 0 1 2 159 
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(3)依頼項目(専門技術相談) 

  安全・衛生 性能・品質 成分・材質 法規・基準 クリーニング その他 合計 

食料品 

穀類 1 3 1 0 0 0 5 

魚介類 1 0 0 0 0 0 1 

肉類 1 1 0 1 0 0 3 

乳卵類 0 1 0 1 0 0 2 

野菜・海草 4 1 0 0 0 1 6 

油脂・調味料 5 4 1 0 0 0 10 

果物 2 2 0 0 0 0 4 

菓子類 0 1 0 0 0 0 1 

飲料 4 2 0 1 0 0 7 

調理食品 0 1 0 0 0 0 1 

食料品その他 0 1 0 0 0 0 1 

小計 18 17 2 3 0 1 41 

住居品 

食生活機器 1 4 0 1 0 0 6 

食器・台所用品 5 2 1 0 0 0 8 

洗濯・裁縫用具 0 1 0 0 0 0 1 

掃除用具 0 2 0 0 0 0 2 

洗浄剤等 1 3 0 1 0 2 7 

空調・冷暖房機器 0 6 0 0 0 1 7 

家具・寝具 0 2 0 0 0 0 2 

室内装備品 0 1 0 0 1 0 2 

照明器具 2 0 0 0 0 0 2 

他の住居品 0 0 0 2 0 1 3 

小計 9 21 1 4 1 4 40 

光熱水品 

電気 0 1 0 0 0 0 1 

水道 1 0 0 0 0 0 1 

小計 1 1 0 0 0 0 2 

被服品 

洋装下着 0 0 0 0 0 1 1 

紳士・婦人洋服 2 3 0 2 6 3 16 

履物 0 0 0 0 1 0 1 

かばん 0 2 0 0 0 0 2 

小計 2 5 0 2 7 4 20 
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  安全・衛生 性能・品質 成分・材質 法規・基準 クリーニング その他 合計 

保健衛生品 

化粧品 2 1 0 0 0 0 3 

他の保健衛生品 0 1 0 0 0 1 2 

小計 2 2 0 0 0 1 5 

教養娯楽品 

パソコン・パソコン関連用品 0 5 0 1 0 0 6 

電話機・電話機用品 1 5 0 0 0 0 6 

音響・映像製品 0 7 0 0 0 0 7 

スポーツ用品 0 1 0 0 0 0 1 

他の教養娯楽品 2 1 0 0 0 0 3 

小計 3 19 0 1 0 0 23 

車両・乗り物 

自動車 0 3 0 0 0 0 3 

小計 0 3 0 0 0 0 3 

土地・建物・設備 

他の住宅設備 1 1 0 0 0 0 2 

小計 1 1 0 0 0 0 2 

他の商品 

小計 0 0 0 0 0 0 0 

合計 36 69 3 10 8 10 136 
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(4)違反品・問題提起状況 

 違 反 品 問 題 提 起 品 商        品        名 

食 料 品 0 1 牛丼 

合 計 0 1  

 

 (5)危害・危険及び拡大損害 

 品 数 商          品          名 

危 害 3 キャリーケース、ポット型浄水器、レトルトカレー 

危 険 0  

合 計 3  
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１．ハンドブレンダー 

１ 目的 

  ハンドブレンダーとは、マルチブレンダーの名称でも販売され、アタッチメントを交換することで

ハンドミキサー、フードプロセッサー、ジューサーなどとして使用でき、混ぜる・刻む・つぶす・泡

立てるなどができるハンディタイプの調理家電である。スイッチを押している間のみ刃が回転し、食

材の状態を確認しながら仕上げられる。本試験では 1万円以下のハンドブレンダーについて機能性や

使い勝手などを調べ消費者へ情報を提供する。 

 

２ テスト期間 

  令和 6年 4～7月 

 

３ テスト品（別表 1） 

  1万円以下のハンドブレンダー 6銘柄 

 

表 1 テスト品一覧 

 
※ブレンダー使用時の消費電力 

 

４ テスト方法 

  速度調整機能がある銘柄は速度最大、通常モードとターボモードがある銘柄はターボモードですべ

ての試験を行った。 

（１）調理時間 

ア ブレンダー機能（つぶす・混ぜるを同時に行う。調理例：離乳食、スムージー、ポタージュ等） 

   じゃがいも、人参は 7mm角、玉ねぎは 5mmのみじん切りにし、20℃800ccの水に野菜 110g（じ

ゃがいも、人参各 30g、玉ねぎ 50g）を入れ沸騰するまで強火、その後弱火で合計 30分加熱、火

を止め粗熱を取るために 5分間放置した後ハンドブレンダーを鍋の内側側面に沿って 1秒で 1周

するように動かしなめらかになるまでの時間を測定した。 

  イ ホイッパー機能（泡立てやかき混ぜを行う。調理例：ホイップクリーム、メレンゲ等） 

    卵白約 40gの角が立ったメレンゲになるまでの時間を測定した。 

  ウ チョッパー機能（細かく刻む。調理例：みじん切り、肉のミンチ等） 

    チョッパーが付属した No.3～6 で人参 60g（1/2 本）を縦半分に切り、均一なみじん切りにな

るまでの時間を測定した。 

  エ おろし機能（おろす。チョッパーの刃をおろし刃に交換して使用。調理例：大根おろし） 

1 MQ7005X ルーマニア 400 〇
〇

（S-TÜV Rheinland）
9,700

2 HHB1-C 中国 200 〇 ― 3,600

3 MX-S302 中国 200 〇
〇

（S-JET)
7,400

4 TBL30A 中国 200 〇 ― 5,940

5 HM-804 中国 150 〇 ― 3,840

6 BOE034 中国 200 〇
〇

（S-JQA）
7,150

No. 商品名 型式 メーカー等 生産国 Sマーク
購入価格

（税込み）[円]

ブラウン
マルチクイック7　ハンドブレンダー

デロンギ・ジャパン株式会社

消費電力※

[W]

Blanc by dretec
クックスティック

株式会社ドリテック

BRUNO
マルチスティックブレンダー

BRUNO株式会社

KEY+ARTZ
ハンドブレンダー泡立て器付

株式会社ヒーローグリーン

Panasonic
ハンドブレンダー

パナソニック株式会社
くらしアプライアンス社

TESCOM
ハンドブレンダー

株式会社テスコム

Ⅱ　試買テスト
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    おろし刃が付属した No.4 で大根 50g をぶつ切りにし、均一なおろしになるまでの時間を測定

した。 

 

（２）最大稼働音 

   食材の量など（１）の調理時間と同条件で行い、稼働音は騒音計（NA-29 RION）を用い、検体と

1m離れた位置で測定した。 

  ア ブレンダー機能 

  イ ホイッパー機能 

  ウ チョッパー機能（No.3～6） 

  エ おろし機能（No.4） 

 

（３）消費電力量及び電気代 

   （１）の試験において、それぞれの消費電力量を測定し、電気代は 30 円/kWh として算出した。

電圧はスライダック（ACE-2K YAMABISHI）で 100±1Vに調整し、測定には電力計（パワーハイテス

タ 3332 HIOKI）を用いた。 

 

（４）安全性 

ア 使用時外郭温度 

    赤外線カメラ（TH9100MR NEC Avio赤外線テクノロジー株式会社）を用いて異常発熱がないか

を確認した。 

イ 安全装置 

    誤作動防止機能の有無を調べた。 

 

（５）表示 

   安全に関する表示の有無を調べた。 

 

（６）操作性、使いやすさ 

  ア 外形寸法・質量・ケーブル長 

    ブレンダー装着時の外形寸法、本体のみ及びブレンダー装着時の質量、ケーブル長をノギス等、

電子天秤（PJ3000 METTLER）を用いて測定した。 

  イ アタッチメントの着脱方法 

    付属するアタッチメントの着脱方法を調べた。 

  ウ 速度調整機能 

    速度調整機能の有無を調べた。 

   

５ テスト結果（別表 2、3） 

（１）調理時間 

  ア ブレンダー機能 

    すべての銘柄で概ねなめらかになったが、No.5、6 は玉ねぎの繊維が多少残った。野菜がなめ

らかになるまでの時間は 60（No.1、3）～189秒（No.2）だった。 
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  イ ホイッパー機能 

    すべての銘柄できれいなメレンゲができた。角が立ったメレンゲになるまでの時間は 66（No.3）

～120秒（No.2）だった。 

  ウ チョッパー機能（No.3～6） 

    チョッパー機能のあるすべての銘柄で均一なみじん切りになった。均一なみじん切りになるま

での時間は 13（No.5、6）～23秒（No.3）だった。 

  エ おろし機能（No.4） 

    問題なく均一なおろしになった。均一な大根おろしになるまでの時間は 48秒だった。 

 

 

（２）最大稼働音 

ア ブレンダー機能 

  最大稼働音は 74.3（No.4）～87.1dB（No.6）だった。 

  イ ホイッパー機能 

    最大稼働音は 81.0（No.2）～83.7ｄB（No.3）だった。 

  ウ チョッパー機能（No.3～6） 

    最大稼働音は 79.5（No.3）～87.2dB（No.4）だった。 

  エ おろし機能（No.4） 

    最大稼働音は 81.0dBだった。 
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（３）消費電力量及び電気代 

  ア ブレンダー 

    野菜がなめらかになるまでの消費電力量は 1.2（No.1）～2.4Wh（No.4）、電気代は 0.036（No.1）

～0.072 円（No.4）だった。 

  イ ホイッパー 

    角が立つまでの消費電力量は 0.7（No.4～6）～1.1Wh（No.3）、電気代は 0.021（No. 4～6）～

0.032 円（No.3）だった。 

  ウ チョッパー（No.3～6） 

    均一なみじん切りになるまでの消費電力量は 0.1（No.5）～0.5Wh（No.3）、電気代は 0.004（No.5）

～0.016 円（No.3）だった。 

  エ おろし（No.4） 

    均一な大根おろしになるまでの消費電力量は 0.5Wh、電気代は 0.015 円だった。 

 

（４）安全性 

ア 使用時外郭温度 

    すべての銘柄で異常発熱はなかった。 

 

熱画像一例（No.1） 

イ 安全装置 

    No.3 のみロック解除ボタンを押しながら運転ボタンを押さなければ動作しない構造になって

いた。稼働後はロック解除ボタンから指を離しても運転継続した。No.3 以外はすべて運転ボタン

を押すだけで動作した。 

 

No.3 
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